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山形県告示第371号

　山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例（平成27年12月県条例第63号。以下「条例」という。）第15

条第１項の規定により、次のとおり知事指定薬物の指定が失効した。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　失効した知事指定薬物の名称

(1) （８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［（チオフェン－２－イル）カルボニル］－９，１０－ジ

デヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類（通称名１Ｔ－ＬＳＤ）

２　失効の理由

　　条例第２条第６号に掲げる薬物に指定されたため

３　失効年月日

　　令和６年５月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県 章
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山形県告示第372号

　農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関から次のとおり変更した

旨の届出があった。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　(1) 届出をした地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地　

　　　　みちのく村山農業協同組合

　　　　代表理事組合長　三浦　康彦

　　　　村山市楯岡北町一丁目１番１号

　　(2) 届出の内容

農産物検査員の氏名及び農産物検査を行う農産物の種類
変更年月日

変　更　前 変　更　後 備　考

髙嶋　洋一

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

国内産農産

物に限る。

令和６年３月31日

折原　武

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

有路　拓矢

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

芦野　和弘

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

大貫　清悦

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

押切　智志

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

加藤　正人

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

黒沼　洋昭

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

齋藤　忠晴

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

後藤　理

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

石山　卓也

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

前田　和弥

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

奥山　和直

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

加藤　清宏

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

村岡　真人

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

草刈　一人

玄米、大豆、そば
同　　左

軽部　和敦

玄米
同　　左

志村　秀弥

玄米、大豆、そば
同　　左
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伊藤　和宏

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

齋藤　淳哉

玄米
同　　左

髙橋　浩樹

玄米、大豆
同　　左

三浦　弘之

玄米、大豆、そば
同　　左

笹原　貴久

玄米、大豆、そば
同　　左

加藤　雄二

玄米、大豆、そば
同　　左

奥山　康和

玄米、大豆、そば
同　　左

生田　秀治

玄米、大豆、そば
同　　左

今野　英樹

玄米、大豆、そば
同　　左

尾﨑　洋介

玄米、そば
同　　左

草苅　範明

玄米、大豆、そば
同　　左

斉藤　亮

玄米、大豆、そば
同　　左

柳元　穣

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

星川　雄宇

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

大崎　卓也

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

阿部　宣幸

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

辻村　憂

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

岸　　裕

玄米、大豆、そば
同　　左

西尾　健

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

押切　祐輔

玄米、そば
同　　左

坂本　惠介

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

遠藤　泰志

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

２　(1) 届出をした地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地　

　　　　山形おきたま農業協同組合

　　　　代表理事組合長　若林　英毅

　　　　東置賜郡川西町大字上小松978番地１
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　　(2) 届出の内容

農産物検査員の氏名及び農産物検査を行う農産物の種類
変更年月日

変　更　前 変　更　後 備　考

加藤　文一

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

国内産農産

物に限る。

令和６年５月１日

佐藤　智浩

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

平林　章

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

青木　豊志

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

寒河江　喜久夫

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

宍戸　利一

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

田苗　政一郎

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

遠藤　隆則

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

竹田　栄司

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

佐藤　幸夫

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

金子　寛和

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

伊藤　繁明

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

森谷　嘉嗣

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

登坂　幸治

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

梅津　芳晴

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

小林　周一

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

佐々木　勝幸

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

髙橋　政勝

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

菅原　利浩

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

髙橋　幸起

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

佐々木　泰司

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

大河原　文幸

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

藤倉　弘樹

玄米、小麦、大豆、そば
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近野　信浩

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

金子　浩子

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

桑原　健太朗

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

本間　忠司

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

坂野　友一

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

小関　正浩

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

高橋　勝

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

栗田　俊明

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

齋藤　達也

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

長谷川　仁

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

辻　浩明

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

長谷部　克広

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

新野　克行

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

平　圭一郎

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

富樫　啓貴

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

横山　康彦

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

髙橋　弘之

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

児玉　直樹

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

齋藤　佑輔

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

柏倉　義弘

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

横山　汐佑希

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

渡部　貴史

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

石川　拓

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

後藤　瑞貴

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左
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３　(1) 届出をした地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　　　さがえ西村山農業協同組合

　　　　代表理事組合長　安孫子　常哉

　　　　寒河江市中央工業団地75番地

　　(2) 届出の内容

鈴木　崇史

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

漆山　洸平

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

渡部　桂一

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

小関　勝彦

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

渡辺　賢一

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

阿部　美智彦

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

五十嵐　慎

もみ、玄米、大豆、そば

五十嵐　慎

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

髙橋　雅和

もみ、玄米、大豆、そば

髙橋　雅和

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

鈴木　祥人

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

本田　淳哉

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

佐藤　駿

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

上田　伸治

もみ、玄米、小麦、大豆、そば

農産物検査員の氏名及び農産物検査を行う農産物の種類
変更年月日

変　更　前 変　更　後 備　考

佐藤　知徳

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

国内産農産

物に限る。

令和６年４月30日

佐々木　和真

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

土田　裕之

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

鈴木　啓司

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

宮林　清

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

山崎　浩

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

佐藤　長弥

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

半澤　弘典

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左
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工藤　恭裕

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

大泉　敏志

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

結城　真人

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

結城　勇次郎

玄米、小麦、大豆、そば

小野　勇次郎

玄米、小麦、大豆、そば

飯田　信之

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

今田　竜乃助

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

氏家　俊希

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

矢作　慎吾

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

結城　孝太

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

丹野　友樹

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

齋藤　俊樹

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

斎藤　勇介

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

土田　晋也

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

芳賀　剛

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

小野　大地

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

髙子　龍也

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

鈴木　雄

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

佐藤　啓太

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

竹屋　寿一

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

佐藤　侑

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

前田　峻

玄米、大豆、そば
同　　左

兼子　浩綺

玄米、大豆、そば
同　　左

鈴木　翔

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

菊地　成

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左
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４　(1) 届出をした地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地　

　　　　鶴岡市農業協同組合

　　　　代表理事組合長　佐藤　茂一

　　　　鶴岡市日吉町３番１号

　　(2) 届出の内容

５　(1) 届出をした地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地　

　　　　東根市農業協同組合

　　　　代表理事組合長　松浦　洋二

　　　　東根市中央東三丁目７番21号

遠藤　義之

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

鈴木　翔太

玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

農産物検査員の氏名及び農産物検査を行う農産物の種類
変更年月日

変　更　前 変　更　後 備　考

林　真太朗

もみ、玄米、小麦、大豆
同　　左

国内産農産

物に限る。
令和６年４月１日

髙橋　弘

もみ、玄米、大豆

難波　俊幸

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

菅原　透

もみ、玄米、大豆
同　　左

菅原　隼希

もみ、玄米、大豆、そば

吉住　吉美

もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、

そば

同　　左

石井　隆

もみ、玄米、大豆
同　　左

須田　朗弘

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

玉田　陽集

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

佐藤　泰紀

もみ、玄米、小麦、大豆、そば
同　　左

小林　欣一

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

菅原　智之

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

鈴木　伸

もみ、玄米、大豆、そば
同　　左

冨樫　涼

もみ、玄米、大豆、そば
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　　(2) 届出の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農産物検査員の氏名及び農産物検査を行う農産物の種類
変更年月日

変　更　前 変　更　後 備　考

安達　清春

玄米、大豆
同　　左

国内産農産

物に限る。

令和６年４月12日

（太田和光、三浦

友和、原田晋太郎

に係るものにあっ

ては令和６年３月

31日）

鈴木　晃悦

玄米、大豆
同　　左

植松　美智也

玄米、大豆
同　　左

太田　孝

玄米、大豆
同　　左

太田　和光

玄米、大豆

滝口　真

玄米、大豆
同　　左

三浦　友和

玄米、大豆

奥山　祐介

玄米、大豆
同　　左

渡辺　智信

玄米、大豆
同　　左

安達　巧

玄米、大豆
同　　左

清水　博幸

玄米、大豆
同　　左

早坂　茂樹

玄米、大豆
同　　左

浅野目　忠

玄米、大豆
同　　左

原田　晋太郎

玄米、大豆

大越　崇生

玄米、大豆
同　　左

舘下　勇

玄米、大豆
同　　左

笹原　慎之介

玄米、大豆
同　　左

高梨　剛

玄米、大豆
同　　左

小松　伸悟

玄米、大豆
同　　左

大江　智彦

玄米、大豆
同　　左

原谷　直人

玄米、大豆
同　　左

瀬野　暢宏

玄米、大豆
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山形県告示第373号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　調査を行った者の名称

　　南陽市

２　調査を行った期間

　　令和３年４月１日から令和５年12月15日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　南陽市地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　宮内の一部（01）

５　認証年月日

　　令和６年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第374号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、小原土地改良区の次の役員が退任した旨の届

出があった。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住 所

理 事 森 　 谷 　 仙 一 郎 天童市大字川原子1640番地

同 森 谷 正 秀 同　　　　　　　1291番地

同 矢 萩 和 広 同　　　　　　　1584番地

同 森 谷 健 一 同　　　　　　　1488番地３

同 仲 野 照 男 同　　　　　　　1296番地

同 矢 萩 啓 三 同　　　　　　　1321番地

同 矢 萩 正 巳 同　　　　　　　1641番地４

同 矢 萩 道 雄 同　　　　　　　1708番地

同 矢 萩 久 男 同　　　　　　　1435番地

同 森 谷 孝 彦 同　　　　　　　1603番地

同 矢 萩 　 知 同　　　　　　　1313番地

監 事 矢 萩 勝 雄 同　　　　　　　1729番地

同 須 藤 隆 司 同　　　　　　　3075番地
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山形県告示第375号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、小原土地改良区の役員に次の者が就任した旨

の届出があった。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第376号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第１項の規定により、土地改良区の管理規程を次のとおり認可

した。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良区の名称

　　最上堰土地改良区

２　事務所の所在地

　　東村山郡中山町大字長崎3129番地１

３　管理規程の名称

　　上川原堰管理規程

４　管理規程の概要

　　上川原堰の維持、操作その他管理について必要な事項を定めるもの。

５　認可年月日

　　令和６年５月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住 所

理 事 森 　 谷 　 仙 一 郎 天童市大字川原子1640番地

同 矢 萩 久 男 同　　　　　　　1435番地

同 矢 萩 和 広 同　　　　　　　1584番地

同 森 谷 健 一 同　　　　　　　1488番地３

同 仲 野 照 男 同　　　　　　　1296番地

同 矢 萩 啓 三 同　　　　　　　1321番地

同 矢 萩 正 巳 同　　　　　　　1641番地４

同 矢 萩 道 雄 同　　　　　　　1708番地

同 森 谷 孝 彦 同　　　　　　　1603番地

同 矢 萩 　 知 同　　　　　　　1313番地

同 矢 萩 昌 三 同　　　　　　　1386番地

監 事 矢 萩 勝 雄 同　　　　　　　1729番地

同 須 藤 隆 司 同　　　　　　　3075番地
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山形県告示第377号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第１項の規定により、土地改良区の管理規程を次のとおり認可

した。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良区の名称

　　最上堰土地改良区

２　事務所の所在地

　　東村山郡中山町大字長崎3129番地１

３　管理規程の名称

　　南浦堰管理規程

４　管理規程の概要

　　南浦堰の維持、操作その他管理について必要な事項を定めるもの。

５　認可年月日

　　令和６年５月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第378号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、土地改良区の管理規程の変更を次のとお

り認可した。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良区の名称

　　最上堰土地改良区

２　事務所の所在地

　　東村山郡中山町大字長崎3129番地１

３　変更に係る管理規程の名称

　　最上堰頭首工管理規程

４　管理規程の変更の概要

　　水利使用規則の改正に伴い、規定を整理した。

５　認可年月日

　　令和６年５月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第379号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により県営三郷堰２地区土地改良事業計画を定めたの

で、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営三郷堰２地区土地改良事業計画書（水利施設等整備事業（基幹水利施設保全型））の写し

２　縦覧に供する場所

　　山形市役所及び天童市役所

３　縦覧に供する期間

　　令和６年５月21日から同年６月18日まで

４　その他

(1) この土地改良事業計画について不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

対して審査請求をすることができる。

(2) この土地改良事業計画については、(1)の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知

事となる。）、この土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。なお、(1)の審査請求をした場

合には、この土地改良事業計画の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日
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から起算して６箇月以内に提起することができる。

(3) ただし、上記の期間が経過する前に、この土地改良事業計画が定められた日（審査請求をした場合には、そ

の審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすること及びこ

の土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第380号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により県営若木地区土地改良事業計画を定めたので、

関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営若木地区土地改良事業計画書（水利施設等整備事業（基幹水利施設保全型））の写し

２　縦覧に供する場所

　　天童市役所及び東根市役所

３　縦覧に供する期間

　　令和６年５月21日から同年６月18日まで

４　その他

(1) この土地改良事業計画について不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

対して審査請求をすることができる。

(2) この土地改良事業計画については、(1)の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知

事となる。）、この土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。なお、(1)の審査請求をした場

合には、この土地改良事業計画の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６箇月以内に提起することができる。

(3) ただし、上記の期間が経過する前に、この土地改良事業計画が定められた日（審査請求をした場合には、そ

の審査請求に対する裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすること及びこ

の土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第381号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省東北地方

整備局山形河川国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　西置賜郡小国町沼沢～同郡飯豊町手ノ子地内

２　公共測量を実施する期間

　　令和６年５月７日から同年９月27日まで

３　作業の種類

　　公共測量（数値図化）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第382号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、酒田市長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　酒田市全域

２　公共測量を実施する期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月14日まで

３　作業の種類
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　　公共測量（デジタル空中写真撮影及び数値図化）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第383号

　令和５年12月県告示第875号（公共測量の実施の変更の通知）により告示された公共測量を実施する期間につい

て、山形県知事から次のとおり変更する旨の通知があった｡

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　（変更前） 　令和５年８月30日から令和６年３月27日まで

　（変更後） 　令和５年８月30日から令和６年６月21日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第384号

　次の開発行為は、完了した。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号　　

　　令和５年７月24日　指令村総建第166号

２　開発区域に含まれる地域の名称

村山市楯岡新町一丁目163番１、163番７、164番９、164番10、185番１、185番３、186番２、187番３、187番

３番地先

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　村山市楯岡二日町７番21号　株式会社三和技術コンサルタント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第385号

　次の開発行為は、完了した。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号　　

　　令和６年４月２日　指令村総建第１号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　東村山郡山辺町大字根際字七曲424番８の一部

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　西置賜郡小国町大字松岡50番地の２　桐生　好美

　教育委員会関係　

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第８号

　山形県教育委員会５月定例会を次のとおり招集した。

　　令和６年５月14日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　髙　　　橋　　　広　　　樹

１　招集の日時　　令和６年５月16日（木） 　午後２時

２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　題

(1) 令和８年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針の決定について

(2) 山形県社会教育委員の解嘱及び委嘱について

(3) 山形県図書館協議会委員の解職及び任命について
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公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第36条の８第１

項の規定により、令和６年度登録販売者試験を次のとおり実施する。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　試験の日時及び場所

(1) 日時　令和６年８月28日（水） 　午前10時30分から午後３時55分まで

(2) 場所　山形市香澄町三丁目４番５号　山形国際ホテル

２　受験手続

受験願書を令和６年６月４日（火）から同月25日（火）までの間に山形市松波二丁目８番１号　健康福祉部健

康福祉企画課に提出すること（郵送による提出の場合は簡易書留とし、同日までの消印のあるものに限り有効と

する。）。

３　その他

詳細については、健康福祉部健康福祉企画課（電話番号　023(630)2332）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。 

　なお、この随意契約に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和６年５月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　随意契約に係る物品等の名称及び予定数量

(1) 運転免許証作成材料「運転免許証作成用カードベース」（900枚入り）215箱

(2) 運転免許証作成材料「運転経歴証明書作成用カードベース」（300枚入り）12箱

(3) 運転免許証作成材料「運転免許証作成用インクリボン」（2,000枚入り）98箱

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県警察本部交通部運転免許課　天童市大字高擶1300番　電話番号023(655)2150

３　随意契約の相手方を決定した日　令和６年３月19日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地　

　　株式会社ＤＮＰアイディーシステム　東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　１の(1)から(3)までのそれぞれについて次のとおり。

(1) 465,300円（１箱当たり）

(2) 155,100円（１箱当たり）

(3) 154,000円（１箱当たり）

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１号該当
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